
◎当協議会の事務所について
◎介護者応援隊 いきぬこ～会
◎地域支え合いセンター
◎社協情報
・コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）
・事務局長就任あいさつ
・ホームページリニューアルのお知らせ
・もの忘れ相談室
・ひきこもり相談窓口
・生活福祉資金貸付延長
・心配ごと相談

◎地域サロン／地域を支えるふくしの輪

今月の表紙（益城町シルバー人材センター）
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も く じ ４月１６日（金）今年度１回目の班長会議を行いまし
た。毎月１回行っており今回は、新任班長紹介と班長の
役割確認、各班員の就業状況共有、今後の作業に向けた
打ち合わせ等を行いました。
当センターは、４月から９３名の会員で活動していま

す。一般家庭、企業、役場等からの依頼に応じて除草・
草刈・剪定・農作業等を行っています。
今年度も安全・健康を第一に、地域のみなさんに喜ん

でいただけるように就業しながら、生きがいづくり・仲
間づくりにつながることを目指して活動していきます。

※ 写真は後列左から大森藤喜（草刈班班長、新任）、西山直喜
（剪定班班長、再任）、村口省三（一般作業１班班長、新任）、
前列左から川上隆信（一般作業３班班長、再任）、飯盛久也
（一般作業２班班長、再任） 敬称略
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当協議会の事務所について
当協議会は現在、事務所を益城町保健福祉センター（はぴねす）内と木山仮設団地北集会所の２か所に分かれ

て業務を行っています。
内容によって来所いただく場所が違いますので、お間違えのないようにお願いいたします。

住所：益城町惣領1470

業務内容
・総 務 課：寄付（香典返し、一般、支援金）、

日赤会費、共同募金、社協だより等

・地域福祉課：相談事業、地域サロン、生活支援
コーディネーター（ＳＣ）、イベン
ト、ボランティア、各種団体事務等

・在宅福祉課：居宅介護支援事業、認知症事業、
イベント等

電話：096-214-5566 ファクス：096-214-5567

地図（概略）

住所：益城町木山866-1
業務内容
・地域支え合いセンター：プレハブ仮設・みなし

仮設住宅入居世帯の見守り、相談、
木山仮設団地集会所等の管理等

・コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）：
相談事業、訪問等

・シルバー人材センター：作業（草刈、剪定、農
作業等）受付、就業、請求等

電話：096-289-6092、096-289-6090
ファクス：096-289-6091

地図（概略）

３か所ある集会所のうち、Ｉ区画の中に
ある北集会所が事務所となります。

※お知らせ
現在、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、はぴねす
と社協に来所される方の出入口
を分けています。
社協へ来所される際は、西側

児童館入口からお願いします。



介護者応援隊 いきぬこ～会
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地域支え合いセンター

当センターが、３月１日に木山仮設団地北集会所に事務所
を移転し、その後４月１日から木山仮設団地内の見守り活動
等を行っています（みなし仮設等は引き続き行っています）。
今回は、木山仮設団地の集会所等で「わくわく合唱部」の

活動をされている「そが みまこ」さんの活動を紹介します。
「そが みまこ」さんは歌をとおして何かできないかと考

えられたことがきっかけで、平成２９年の春頃から活動され
ています。毎月第４水曜日１４時から１５時３０分まで、木
山仮設団地の集会所で活動されています。ずっと家にいると
閉じこもりがちになり、身体機能や認知機能も低下し、
暗い気持ちになってしまうので、息抜きや情報交換の
場として皆さん毎回楽しみにされています。新型コロ
ナウイルス感染症対策も行った上で開催されています。
四季の童謡唱歌をとおして心の癒しに参加されてみ

ませんか。どなたでも参加できます。

お問い合わせ
地域支え合いセンター 電話：096-289-6090

５月１２日（水）に開催し、８名の方が参加されま
した。
今回のミニ講座は、令和３年４月から町から委託を

受けて行っているコミュニティソーシャルワーカー
（以下、ＣＳＷ）について話をしました。「困ったと
きの相談窓口【ＣＳＷ】ってなに？」と題し、担当か
らＣＳＷの取り組みや内容を説明し、どこに相談した
らよいか分からない時の相談窓口であることを伝えま
した。
参加された方から「普段は冗談も通じる仲なのに、

相談の第一歩が踏み出せなくて悩んでいる方がいるの
で教えてあげたい」といった感想がありました。

介護者応援隊 いきぬこ～会とは

基本的に毎月第２水曜日１３時３０分から開催し
ています。認知症のある家族を介護している方、介
護経験のある方、また将来訪れるかもしれない介護
に不安のある方等が集まり情報共有やミニ講座等を
通じて、交流を図り前向きに「生き抜く」・「息を
抜く」ことができるように開催しています。
基本的に事前予約や参加費等は必要ありません。
また、不定期ではありますが、認知症カフェ【花

カフェ】もいきぬこ～会のメンバーを中心に開催し
ています（現在は、新型コロナウイルス感染症の影
響により開催を控えています）。
ぜひお気軽に参加ください。

日時：６月９日（水） １３時３０分から

場所：木山仮設団地 西集会所
（住所：益城町木山866-1）

内容：茶話会

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により予告なく開催を中止
する場合があります（中止する際は、ホームページでお知ら
せします）。参加される方には、当日の検温、体調チェック、
マスク着用、手指消毒等の協力をお願いします。

お問い合わせ：在宅福祉課
電話：096-214-5566



益城町社会福祉協議会で行っているイベントや相談日等を掲載しています。
詳細は、お気軽にお尋ね下さい。

事務局長就任あいさつホームページリニューアル
のお知らせ

コミュニティソーシャルワーカー（以下、ＣＳＷ）
という職業をご存じでしょうか。ＣＳＷとは地域の中
で支援につながらず困っている方や孤立や貧困など制
度の狭間にいる方に寄り添い、課題解決に向けた支援
や仕組みづくりを行う専門職です。
近年ではＮＨＫ連続ドラマ（「サイレント・プア」

平成２６年４月８日～６月３日放送）として取り上げ
られました。ドラマでは東京下町の社会福祉協議会に
ＣＳＷとして勤務する主人公が地域で生じる課題に向
き合い、地域住民や仲間たちと解決していく姿が描か
れています。
当協議会においては、令和３年４月１日より益城町

から業務委託を受けて３名配置しています。福祉に関
する悩み、心配ごとはお気軽にＣＳＷへご相談くださ
い。

遠山 橋本 遠矢

令和３年４月１１日に当協議会のホームページをリ
ニューアルしました。
最新の情報やイベント等お知らせしていきます。また、

当協議会が行っている各種事業や相談等も掲載していま
す。スマートフォンでの閲覧も可能です。ぜひご活用く
ださい。

ホームページＵＲＬ
https://www.mashiki-shakyo.or.jp

お問い合わせ
総務課
電話：096-214-5566

令和３年４月１日付で益城町社会福祉協議会の事務局
長を拝命しました森本光博と申します。
熊本地震からの復興や新型コロナウイルス感染症の影

響により大変な状況が続いていますが、「明るく元気に
楽しく」をモットーに地域の皆様や行政、関係機関等の
協力を得ながら益城町の地域福祉の発展に尽力してまい
りますので、今後ともよろしくお願いします。

氏名：森本 光博
（もりもと みつひろ）

社協に来る前は、益城町役場産業振興課や水道課等
に勤めていました。
益城町生まれの益城町育ちです。

趣味：家庭菜園
今は、ミニトマト
や春じゃが、きゅ
うり、落花生など
を育てています。
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コミュニティソーシャルワーカー
（ＣＳＷ）事業について

https://www.mashiki-shakyo.or.jp/


※ 相談員は変更になる場合もあります。

お問い合わせ：地域支え合いセンター
電話：096-289-6092・096-289-6090

ひきこもり相談窓口

心配ごと相談

日　程 専門相談員

６月９日(水)
松尾英美
（司法書士）

中川節子
（人権擁護委員）

海野秀夫
（民生児童委員）

６月１６日(水)
松尾　一

（行政相談委員）
三井麻美子

（人権擁護委員）
佐藤廣美

（民生児童委員）

６月２３日(水)
橋場紀仁
（行政書士）

吉村静代
（消費生活相談員）

塩田弘人
（民生児童委員）

６月３０日(水)
松尾　一

（行政相談委員）
永田結子

（民生児童委員）

７月７日(水)
松尾英美
（司法書士）

髙本和雄
（民生児童委員）

相談員
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生活福祉資金貸付延長
（新型コロナウイルス特例貸付）

もの忘れ相談室

そのような悩みの手助け
ができるように「もの忘れ
相談室」を行います。

☆相談日：６月１５日（火）
１３時３０分～１６時３０分
毎月第３火曜日に開設予定です

☆場 所：益城町役場仮設庁舎１階会議室

☆定 員：３名 ①１３時３０分～ ②１４時３０分～
③１５時３０分～

☆内 容：認知症に関する悩みや不安を一緒に考え、医
療機関や介護サービス等、必要な機関にご紹介
します。

※相談は予約制になっておりますので、相談の際にはお
問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
①相談前の健康チェック（３７℃以上の方は相談をお
断りさせていただく場合があります）

②マスク着用をお願いしています。

お問い合わせ 在宅福祉課（認知症地域支援推進員）
電話：096-214-5566

・最近忘れっぽいな
・最近、お母さんの様子が落ち着かない・・・
・認知症ってどこに相談すればいいと？

「ひきこもり」で困りごとはありませんか。

「ひきこもり」は、誰にでも起こりえます。特別なこ
とでも恥ずかしいことでもありません。悩みや苦しみを
抱える前に「お悩み」や「気になっていること」など、
あなたのタイミングで気軽にご相談ください。ご家族か
らの相談やお知り合いの方からの相談もお受けします。
どのような制度があるのかのお尋ねだけでも構いません。

お問い合わせ
地域福祉課（生活困窮者自立支援事業）
電話：096-214-5566

熊本県ひきこもり地域支援センターゆるここ
電話：096-386-1177

相談：無料

予約：不要
※ただし、担当者が不在の
場合もありますので、事前
にご連絡いただけるとス
ムーズに案内できます。

福祉全般、介護、健康のことなど日常生活のちょっと
した心配ごとに対して相談を受け付けています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、基本的に
電話での対応のみとさせていただきますので、相談は下
記の携帯電話へご連絡ください。
なお、相談内容によっては個別面談による相談も受け

付けますので、まずはご連絡ください。
※ 対面でのご相談の場合、検温・健康チェック等行います。

日時：毎週水曜日10：00～12：00、13：00～15：00

電話：０８０－８４２７－８９８１

場所：町役場仮設庁舎１階 相談室

新型コロナウイルスの影響を受け、生活維持が困難な
世帯が対象となります。令和３年６月末まで延長されま
した。

貸付の種類
・緊急小口資金：新型コロナウイルスの影響で一時的、

緊急的に生活資金が不足する場合の貸付
です。
貸付上限額２０万円

・総合支援資金：新型コロナウイルスの影響で離職し、
求職活動を行っているが当面の生活資金
が不足する場合の貸付です。
貸付上限額
・単身世帯：月額１５万円
・２人以上世帯：月額２０万円

上記の貸付を受けた後、生計の維持、安定が難しい場
合は再貸付を受け付けています。

再貸付の対象世帯（下記の要件を満たしている世帯）
・令和３年３月までに上記の貸付が終了した世帯。
・再貸付の借入申込前に自立相談支援機関（当協議
会）による支援を受けていること。

その他諸条件がありますので、詳しくはお尋ねくださ
い。

お問い合わせ：地域福祉課 電話：096-214-5566



発行/社会福祉法人 益城町社会福祉協議会 会長 西村 博則
〒８６１－２２３３ 熊本県上益城郡益城町惣領１４７０
※益城町保健福祉センター（はぴねす）内
ＴＥＬ０９６－２１４－５５６６ ＦＡＸ０９６－２１４－５５６７
ホームページ https://www.mashiki-shakyo.or.jp/
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誰もが安心して暮らせるまちづくりを支えている方々
の活動をご紹介します。

木山仮設団地 熊本地震追悼行事
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地域サロンでは、地域で生活している高齢者や住民
が気軽に集まり、介護予防に取り組むことで、閉じこ
もりの防止や見守り、また仲間づくりや社会参加を目
的として活動されています。

場所：広崎１町内公民館
日時：毎月第２火曜日 １０時００分～

場所：惣領４町内公民館
日時：毎月第２火曜日 １３時３０分～

場所：市ノ後団地公民館
日時：毎月第４金曜日 ９時３０分～

場所：寺中公民館
日時：毎月第４木曜日 １３時３０分～

熊本地震の発災日である４月１４日と１６日の夜間に
「木山仮設団地 熊本地震追悼行事の会」主催で開催さ
れました。これは５年前から発災日に継続して開催され
ている行事です。

今回も木山仮設団地に暮らす方や退去された方等が参
加され、手作りの竹灯篭やキャンドルに明かりを灯し、
黙とうされました。

今年は熊本地震から５年の節目ということでメディア
等にも注目されていましたが、コロナ禍でもあり、皆さ
ん静かに祈りをささげられていました。


